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住民票や戸籍謄本などの不正な請求による取得を防止し、個人情報を保護する目的から住民基本台帳

法や戸籍法の一部が改正されたため、平成20年5月1日から住民票や戸籍謄抄本などを請求する場合、

本人確認が必要となりました。（戸籍届の本人確認については、従来の婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁戸

籍に関する届出に、５月１日から認知届についても本人確認をおこなっています。）

対象となる証明書

○住民票（世帯全員・個人）の写し ○住民票除票の写し ○住民票記載事項証明書 ○戸籍の附票

○戸籍謄抄本 ○除籍謄抄本 ○改製原戸籍謄抄本 ○受理証明書 ○身分証明書 など

本人確認の対象者

窓口・郵便で交付請求する全ての方

主な改正点

○請求できる場合

①本人等請求

・住民票の写しは、自己又は自己と同一世帯の者。

・戸籍証明は、戸籍に記載されている者、又はその配偶者、直系尊属若しくは直系卑属

（※注意 戸籍に記載されている者との配偶関係又は直系親族関係を戸籍謄本等で確認する場合があります。）

②第三者請求（公用請求・弁護士等請求を除く。）

住民票の写し及び戸籍証明の交付請求は、次の場合に限り請求ができます。その場合、その請求

理由等を具体的（権利義務の発生原因・その概要・必要とする理由・提出先・提出理由等）に記載し

なければなりません。又、必要に応じて、疎明資料を提出していただきます。

◇自己の権利行使又は義務履行のために必要がある場合

◇国又は地方公共団体の機関に提出する必要がある場合。

◇住民票の写し又は戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合。

○本人確認に必要な書類 （住民異動届及び各種証明書の交付請求共通書類）

・１点の提示でよいもの

運転免許証、住民基本台帳カード、旅券等、写真貼付の公的機関が発行した免許証等。

・複数の提示が必要なもの

健康保険証、年金証書等

（※有効期限内のものに限ります。なお、これらの書類をお持ちでない方はご相談ください。）

平成２０年５月１日から住民基本台帳法及び戸籍法の一部が改正されました。

窓口での交付請求
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○代理人及び使者による請求で、本人確認書類以外に必要な書類

①本人等請求

（住民票の写しの請求）

・個人が委任する際、委任状（原本）。法定代理人の場合は、戸籍謄本等、後見登記などの登記事

項証明書又は裁判所の謄本その他その資格を証する書類。

（戸籍証明の請求）

・個人が委任する際、委任状（原本）。法定代理人の場合は、戸籍謄本等、後見登記などの登記事

項証明書又は裁判所の謄本その他その資格を証する書類。

（※注意 委任者と戸籍に記載されている者との配偶関係又は直系親族関係を戸籍謄本等で確認する場合があります。）

②第三者請求（公用請求・弁護士等請求を除く。）

（住民票の写しの請求）

・個人が委任する際、委任状（原本）。法定代理人の場合は、戸籍謄本等、後見登記などの登記事

項証明書又は裁判所の謄本その他その資格を証する書類。

・法人が委任する際、法人の代表者請求の場合は、代表者の資格証明書。代表者以外の者が請求

する場合は、代表者の委任状又は社員証。

（戸籍証明の請求）

・個人が委任する際、委任状（原本）。法定代理人の場合は、戸籍謄本等、後見登記などの登記事

項証明書又は裁判所の謄本その他その資格を証する書類。

・法人が委任する際、法人の代表者請求の場合は、代表者の資格証明書。代表者以外の者が請求

する場合は、代表者の委任状又は社員証及び代表者の資格証明書。

（※注意 戸籍謄本、後見登記など登記事項証明書及び代表者の資格証明書は作成後 3か月以内のものに限る。）

交付請求の手続は、窓口における交付請求方法に準じます。ただし、本人確認書類はその写しを送付

することになります。その他、郵便請求での注意事項は下記のとおりです。

①送付先を住所以外に送付したい場合は、その理由と送付すべき場所を明記する。（住民票の写しの請求のみ）

②本人確認書類の中で、旅券は、住所の記載がないため、確認書類にはなりません。（戸籍の証明請求のみ）

③法人からの請求の場合、事務所の所在地を確認できる書類が必要です。

偽りその他不正の手段により交付を受けた者等に対して、３０万円以下の罰金が科されるなど、制裁措

置が強化されました。

市民課市民係（電話 0972-22-3111 内線 224）／各振興局市民サービス係

郵便での交付請求

罰則の強化


